
弊害・問題点の防止・解消のための方策について

弁護士法第72条等

 
違反者

被雇用弁護士

【論点５】
非弁提携の禁止
弁護士法第２７条と同様，弁護士法

 
第７２条等に違反する者から，
①事件の周旋を受けることを禁止
②名義を利用させることを禁止
するものとすることで，どうか。
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執 行

意思決定

【論点２】
外国法共同事業に係る規制と同

 
様，社員又は被用者である弁護

 
士に対して不当な関与をするこ

 
と自体を禁止するものとすること

 
で，どうか。

【論点３】
社員のうちに，弁護士であ

 
る社員の占める割合
Ａ案；下限を設けるものとする。
Ｂ案；法人の私的自治に委ねる

 
ものとする。

【論点４】
業務遂行時の資格表示義務
業務執行権限等が付与される外国法

 
に関する法律事務の取扱い時に，資格

 
の表示等を義務付けるものとすること

 
で，どうか。

【論点１】
日本法に関する法律事務の取扱い

 
に係る業務執行権限等の所在
弁護士である社員のみに付与するものとし，

 
外国法事務弁護士である社員には付与し

 
ないものとすることで，どうか。
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